
令和 5 年度 ＪＡＲＬ千葉県支部非常通信訓練 実施要項 
 

【目的】 

日本アマチュア無線連盟千葉県支部では地震、台風その他の災害発生時に有線通信や携帯電話など

の通信手段に重大な支障が発生した場合に、アマチュア無線の特性を活用し、地域貢献に備えるべ

く県内のアマチュア無線局の協力を得て、県内全域での非常通信の通報伝達訓練を実施し、アマチ

ュア無線局の非常通信に対する関心を深め、意識高揚を図る事を目的とする。 

 

１．日 時 

令和 5年 9月 10日（日） 10:00 ～ 12:00   

            

２．訓練形式及び通報内容 

（１）各地区の訓練 

県下全域を 10地区に分け、地区毎に地区幹事局を置き、一般参加局との間で通報の送受

信を行なう。（使用周波数及び時間割は別表参照） 

（２）通報内容 

① 各幹事局は一般参加局から次の内容を受け取ること。 

コールサイン・氏名・ＲＳ・運用場所の市町村名・アンテナの種類・出力・電源の種類・

運用場所の状況・参加記念カードの受領（要・不要、JARL経由のみ） 

② 各幹事局は、一般参加局へＲＳレポートを送る。 

 

３．訓練に伴う留意事項 

（１）訓練の開始は、必ず「訓練 ・ 訓練」を前置きした一般呼出による交信とする。 

なお、本訓練はＪＡＲＬ会員・非会員を問わず参加して頂きたい旨アナウンスすること。 

（２）訓練の終了は担当局の応答による。 

（３）訓練中故意による妨害があった場合に於いて、交信困難な状況に陥った場合中止とする。 

（４）ハンディー機やモービル機による参加が多く見込まれるため、担当局は適宜スケルチを開き 

ＱＲＰ局、移動局(モービル局含む)等の優先指定時間を設ける。 

 

４、ＱＳＬ発行 

訓練終了後 ビューロに発送いたします。 

 

 

                        

  



 


